
 

船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年２月１８日 １３時３０分ごろ 

発生場所 静岡県沼津市沼津港南南西方沖 

 沼津港航路導流堤灯台から真方位１９８°１.２海里付近 

 （概位 北緯３５°０３.６′ 東経１３８°５０.６′） 

事故の概要 プレジャーボートinfini
アンフィニ

は、南進中、また、プレジャーボート海星
かいせい

丸は、南南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年３月１５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート infini、０.７トン 

   ２４１－２１５４３静岡、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 海星丸、０.６トン 

   ＳО３－２４４６９（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４１－２１５４４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（同乗者） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾手すりに曲損、左舷船尾部の防舷材に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部の緩衝材に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ａ」

という。）を乗せ、沼津市西浦足保の定係地を出発し、内浦湾等で釣

りをした後、天気予報よりも早く風波が悪化してきたので帰航するこ

ととし、船長Ａが操縦スタンドの前に立って手動操舵により、約１０

km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で定係地に向けて南進を始め

た。 

 船長Ａは、過去の経験から、当時の海況や時間帯では、自船の船尾

方から航行する船舶は見掛けたことがなく、いないだろうと思い航行

を続けたところ、操縦スタンドの左舷側にいた同乗者Ａが左舷船尾至

近にＢ船を認め、叫び声を上げたものの、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の

右舷船首部とが衝突した。 

 同乗者Ａは、Ｂ船の船首部先端が右肩に当たり打撲傷を負った。 

 Ａ船は、自力で航行して定係地に戻った。 

 Ｂ船は、レンタルボートで、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者３人



 

を乗せ、沼津市西浦平沢の定係地を出発し、沼津港沖で釣りをした

後、天気予報を見て風波が悪化しそうだったので釣り場を変えること

とし、船長Ｂが船尾部に座って船外機の操縦ハンドルを握り、約２０

～２５km/h の速力で定係地の北方沖に向け、南南東進を始めた。 

 船長Ｂは、同乗者２人が船体中央部に、同乗者１人が船首部にそれ

ぞれ座り、同乗者の乗船位置により船首部が浮上して船首方が見えづ

らいと感じ、また、風波が強くなり、波しぶきが顔にかかる状況であ

ったが、天気が悪化する前に急いで釣り場を変えようと思い、航行を

続けていたところ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 Ｂ船は、自力で航行してＡ船の定係地に着いた後、船長Ｂが本事故

の発生を海上保安庁に通報した。 

分析  Ａ船は、南進中、船長Ａが、過去の経験から、当時の海況や時間帯

では、自船の船尾方から航行する船舶は見掛けたことがなく、いない

だろうと思い、航行を続けたことから、船尾方から接近するＢ船に気

付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、南南東進中、船長Ｂが、同乗者の乗船位置により船首部が

浮上して船首方が見えづらく、また、風波が強くなり、波しぶきが顔

にかかる状況であったものの、天気が悪化する前に急いで釣り場を変

えようと思い、航行を続けたことから、船首方を航行するＡ船に気付

かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船が南南東進中、船長Ａが、過去の経

験から、当時の海況や時間帯では、自船の船尾方から航行する船舶は

見掛けたことがなく、いないだろうと思い、航行を続け、また、船長

Ｂが、同乗者の乗船位置により船首部が浮上して船首方が見えづら

く、風波が強くなり、波しぶきが顔にかかる状況であったものの、天

気が悪化する前に急いで釣り場を変えようと思い、航行を続けたた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・過去の経験等からの思い込みによる操縦は、注意力が低下するお

それがあるので、船長は、常に、全周に注意を払い操縦するこ

と。 

・小型船舶の船長は、航行中、船首部が浮上して、波しぶきが顔に

かかり、船首方が見えづらい場合、同乗者の乗船位置を変更した

り、速力を落としたりするなどして、船首方が見えづらい状況を

解消して航行すること。 

 


